
資料 2022-VU 作 5－3 

VHF/UHF 帯電波有効利用作業班 運営方針（追加） 
 
１ 作業班における調査事項（資料 2022-VU 作 1-2 より） 

(1) システム提案募集結果に基づく各周波数帯への提案システムの類型化

(2) (1)に関する適切な周波数帯・周波数幅の検討及び隣接システム間共用、

帯域共用に必要な技術的パラメータの抽出 
(3) 隣接システム間共用、帯域共用に関する共用条件 
(4) 適切な周波数配置 
(5) その他 

 ※下線部：電波有効利用方策委員会（第 5 回）において、検討方針が示された事項。 
 
２ 調査のための前提条件 
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により周波数を有効利用する方策を検討。
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により周波数を有効利用する方策を検討。

放送、自営通信のそれぞれについて、必要とな

るガードバンドを考慮しつつ、３０±５ＭＨｚ

幅（放送は１～３ｃｈ部分を含む）の中で有効

利用方策を検討。  
 
３ 今後の調査体制 
  作業班の下に、以下のとおりアドホックグループを設置することとする。 

自営通信ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（仮称）

電気通信ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（仮称）

放送ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（仮称）

ＩＴＳｸﾞﾙｰﾌﾟ
（仮称）

自営通信ｼｽﾃﾑ（基地局-端末間）

自営通信ｼｽﾃﾑ（端末-端末間）

自営通信ｼｽﾃﾑ（画像伝送）

ＩＴＳ関連ｼｽﾃﾑ（ＩＴＳ）

電気通信ｼｽﾃﾑ（ＴＤＤ）

電気通信ｼｽﾃﾑ（ＦＤＤ）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送（ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ放送）

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送（ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾗｼﾞｵ放送）

ｱﾅﾛｸﾞ放送（ＦＭ放送）

その他（その他）※

ＶＨＦ帯共用検討
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（仮称）

ＵＨＦ帯共用検討
ｸﾞﾙｰﾌﾟ
（仮称）

【これまでの検討体制】

※アドホックグループへの参加は任意。

アドホックグループは、これまでの提案システム分類
の代表者を主として構成する。
これまで検討してきた提案システムが属する分類の
変更は行わない。

【今後の検討体制】
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４ アドホックグループ会合の開催に係る留意事項 
(1) 各アドホックグループは、属する提案システム分類の代表者の中から互選により代表

を選出し、事務局まで報告すること。また、アドホックグループの代表は、事前にアド

ホックグループの構成員を事務局へ通知すること。 
(2) アドホックグループ会合を開催する場合は、アドホックグループの代表が、会合開催

の 3 日前までに、開催の日時及び場所を構成員及び事務局に通知し、招集すること。 
(3) アドホックグループ会合の代表は、会合開催後、会合資料及び議事概要を速やかに事

務局（電子メールアドレス：vu-band@soumu.go.jp）へ電子メールにて提出すること。 
 
その他アドホックグループの運営等は、特段の定めがない限り、作業班の運営等に準ず

るものとする。なお、作業班同様、アドホックグループの会合資料及び議事要旨について

は、総務省ホームページに掲載することとする。 
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参 考

(資料 2022-VU 作 1－2)

 
VHF/UHF 帯電波有効利用作業班 運営方針 

 
「電波有効利用方策委員会」（諮問第 2022 号）に関する調査について、委員会が調

査のために必要とする情報を収集し、技術的条件についての調査を促進させるために

「VHF/UHF 帯電波有効利用作業班」を設置することとする。 
 
１ 作業班における調査事項 

(1) システム提案募集結果に基づく各周波数帯への提案システムの類型化 
(2) (1)に関する適切な周波数帯・周波数幅の検討及び隣接システム間共用、帯域共

用に必要な技術的パラメータの抽出 
(3) 隣接システム間共用、帯域共用に関する共用条件 
(4) 適切な周波数配置 
(5) その他 

 
２ 作業班の運営等 

(1) システム提案募集により得られた提案システムを分類し、①無線通信規則第 5
条において規定されている周波数の分配（第三地域における国際分配）に反して

いるもの又は②新たな周波数の割当を受けることなく実現が可能なもの以外の

提案システムの提案者をもって作業班を構成する。 
(2) 作業班の会議は、主任が招集する。 
(3) 主任は、作業班の調査及び議事を掌握する。 
(4)主任は、会議を招集する時は、構成員にあらかじめ日時、場所及び議題を通知

する。 
(5) 主任は、作業班構成員に調査研究の協力を求めることができる。 
(6) 主任は、必要があると認める時は、会議に必要と認める者の出席を求め、意見

を述べさせ又は説明させることができる。 
(7) 主任は、作業班の調査を促進させるため提案システムの使用形態またはサービ

ス提供形態等を考慮した分類別に代表する者を作業班の中から指名し、代表者は

担当する分類を代表して作業班での調整にあたる。 
(9) 主任は、必要と認める者からなるアドホックグループを設置することができる。 
(10) 作業班において調査された事項については、主任が取りまとめ、これを委員

会に報告する。 
(11) その他、作業班の運営については、主任が定めるところによる。 

 
３ 会議の公開等 

会議は、次の場合を除き、公開する。 
(1) 会議を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害す

る恐れがある場合 
(2) その他、主任が非公開とすることを必要と認めた場合 

 
４ 事務局 

作業班の事務局は、総合通信基盤局電波部電波政策課がこれに当たる。 
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